
松江市告示第４１４号         

 

 令和３年度国民健康保険料率及び保険料軽減額を決定したので、松江市国民健康保険条例

(平成１７年松江市条例第２３０号)第１６条第３項、第２０条の５第３項、第２４条第３項

並びに第２９条第２項、第３項及び第４項の規定により次のとおり告示し、令和３年４月１

日から適用する。 

 

  令和３年５月２８日 

松江市長 上 定 昭 仁   

 

１ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率 

 （１） 所 得 割          １００分の７．８８ 

 （２） 被保険者均等割            ２７，６００円 

 （３） 世 帯 別 平 等 割  

  ア 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯   １８，９６０円 

   イ  特定世帯                ９，４８０円 

  ウ 特定継続世帯             １４，２２０円 

２ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

（１） 所 得 割          １００分の２．８２ 

 （２） 被保険者均等割             ９，７２０円 

 （３） 世 帯 別 平 等 割  

  ァ 特定世帯、特定継続世帯以外の世帯    ６，６００円 

  イ 特定世帯                ３，３００円 

ウ 特定継続世帯              ４，９５０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 所 得 割          １００分の２．２７ 

 （２） 被保険者均等割             ９，２４０円 

 （３） 世 帯 別 平 等 割             ４，４４０円 

４ 基礎賦課額の軽減額 

 （１） 条例第２９条第１項第１号に規定する保険料の減額(７割軽減額) 

   ア 被保険者均等割            １９，３２０円 

   イ 世 帯 別 平 等 割  

（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯  １３，２７２円 

（イ）特定世帯               ６，６３６円 

（ウ）特定継続世帯             ９，９５４円 

 （２） 条例第２９条第１項第２号に規定する保険料の減額(５割軽減額) 

   ア 被保険者均等割            １３，８００円 

   イ 世 帯 別 平 等 割  



 （ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯   ９，４８０円 

（イ）特定世帯               ４，７４０円 

（ウ）特定継続世帯             ７，１１０円 

 （３） 条例第２９条第１項第３号に規定する保険料の減額(２割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              ５，５２０円 

  イ 世 帯 別 平 等 割  

（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯    ３，７９２円 

（イ）特定世帯                １，８９６円 

（ウ）特定継続世帯              ２，８４４円 

５ 後期高齢者支援金等賦課額の軽減額 

（１）条例第２９条第１項第１号に規定する保険料の減額(７割軽減額) 

  ア 被保険者均等割               ６，８０４円 

  イ 世 帯 別 平 等 割  

（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯     ４，６２０円 

（イ）特定世帯                ２，３１０円 

（ウ）特定継続世帯              ３，４６５円 

 （２）条例第２９条第１項第２号に規定する保険料の減額(５割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              ４，８６０円 

  イ 世 帯 別 平 等 割  

（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯     ３，３００円 

（イ）特定世帯                 １，６５０円 

（ウ）特定継続世帯              ２，４７５円 

 （３） 条例第２９条第１項第３号に規定する保険料の減額(２割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              １，９４４円 

  イ 世 帯 別 平 等 割  

（ア）特定世帯、特定継続世帯以外の世帯    １，３２０円 

（イ）特定世帯                  ６６０円 

（ウ）特定継続世帯                ９９０円 

６ 介護納付金賦課額の軽減額 

 （１）条例第２９条第１項第１号に規定する保険料の減額(７割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              ６，４６８円 

  イ 世 帯 別 平 等 割               ３，１０８円 

 （２）条例第２９条第１項第２号に規定する保険料の減額(５割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              ４，６２０円 

  イ 世 帯 別 平 等 割              ２，２２０円 

 （３）条例第２９条第１項第３号に規定する保険料の減額(２割軽減額) 

  ア 被保険者均等割              １，８４８円 

  イ 世 帯 別 平 等 割                ８８８円 


